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○都市再生推進事業費補助交付要綱 新旧対照表 

改正後 改正前 

第１編・第２編 （略） 

 

第３編 都市再生区画整理事業 

 

第６条 （略） 

 

第６条の２ 定義 

本編で用いる用語の定義は、特に別の定めのない限り次の各号による。 

一・二 （略） 

三 「立体換地建築物」とは、次のイ及びロに該当する地区であって、か

つ、ハからホのいずれかに該当する地区において整備される土地区画

整理法（昭和２９年法律第１１９号。この号において「法」という。）

第９３条に規定する建築物をいう。 

イ 法第９３条に規定する建築物の整備が、次のいずれかに該当する

法律により国の関与が政策上位置づけられた区域内で実施される事

業であるもの 

(1) 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第２

項第３号に規定する都市機能誘導区域（以下第３編関係部分にお

いて「都市機能誘導区域」という。）の区域内、かつ、鉄道・地下

鉄駅（ピーク時運行本数（片道）が３本以上）から半径１キロメー

トルの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場（ピーク時運行本

数（片道）が３本以上）から半径 500 メートルの範囲内において

行われるもの 

(2) 都市再生特別措置法第２条第５項に規定する特定都市再生緊急

第１編・第２編 （略） 

 

第３編 都市再生区画整理事業 

 

第６条 （略） 

 

第６条の２ 定義 

本編で用いる用語の定義は、特に別の定めのない限り次の各号による。 

一・二 （略） 

三 「立体換地建築物」とは、次の要件のいずれかに該当する地区におい

て整備される土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。この号にお

いて「法」という。）第９３条に規定する建築物をいう。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙２） 
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改正後 改正前 

整備地域内において行われるもの 

(3) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成

９年法律第４９号）第３条第１項第１号に規定する防災再開発促

進地区として定め、又は定められる予定である地区において実施

されるもの 

(4) 被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第５条第

１項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域

において行われるもの 

ロ 法第９３条に規定する建築物の整備が、次に掲げる全ての要件を

満たす事業マネジメントを徹底した事業であるもの 

(1) 工事費等が高騰した場合の施行者による対応方針が作成される

ものであること 

(2) 事業遂行に対して、認可権者及び市町村による役割・責務が十

分に果たされるものであること 

(3) 事業当初及び見直し時点における工事費及び保留地処分単価

が、市場の工事動向や市場価格と比較して適切であること 

ハ～ホ（略） 

四 「立体換地建築物工事費」とは、立体換地建築物の工事費に要する費

用のうち、次に掲げるものをいう。ただし、補助の対象となる費用は、

減価補償金地区にあっては立体換地を実施しなかったとした場合に交

付すべきこととなる減価補償金に相当する額を限度とし、過小宅地対

策地区にあっては過小宅地をすべて立体換地した場合に必要となる次

に掲げる費用に相当する額を限度とし、高度利用・防火対策地区にあっ

ては非耐火建築物の敷地である宅地及び都市計画に定められた建築物

の高さの最低限度を下回る宅地を全て立体換地した場合に必要となる

 

 

 

 

 

 

 

    

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 イ～ハ（略） 

四 「立体換地建築物工事費」とは、立体換地建築物の工事費に要する費

用のうち、次に掲げるものをいう。ただし、補助の対象となる費用は、

減価補償金地区にあっては立体換地を実施しなかったとした場合に交

付すべきこととなる減価補償金に相当する額を限度とし、過小宅地対

策地区にあっては過小宅地をすべて立体換地した場合に必要となる額

を限度とし、高度利用・防火対策地区にあっては非耐火建築物の敷地で

ある宅地及び都市計画に定められた建築物の高さの最低限度を下回る

宅地を全て立体換地した場合に必要となる額を限度とする。 
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改正後 改正前 

次に掲げる費用に相当する額を限度とする。 

イ 調査設計に要する費用 

立体換地建築物の基本設計及び建築設計に要する費用にあって

は、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのでき

る報酬の基準（令和６年国土交通省告示第８号）をもとに算出した

額を標準とする。 

ロ・ハ（略） 

ニ 立体換地建築物に係る共同施設整備費 

(1) （略） 

(2) その他の施設に係る費用 

①～⑦（略） 

⑧ 駐車場の整備に要する費用 

駐車場の整備に要する費用（⑨に掲げるｂ、ｃ、ｄ又はｅの

いずれにも該当しないものにおいては、条例による附置義務相

当分の整備に要する費用に限る。）。ただし、駐車場を特定の者

の専用として処分する場合は、当該費用からその処分価額を減

じて得た額を駐車場の整備に要する費用とみなす。 

⑨ 共用通行部分の整備に要する費用 

次のａからｅまでの要件のいずれかに該当する場合におけ

る共用通行部分（廊下、階段、エレベーター、エスカレーター

及びホールで、そのうち個別の住宅、一般店舗、大規模小売店

舗、事務所又はホテル等の用途に専用的又は閉鎖的に使用され

るものは除く。）の整備に要する費用で、次の工事費算定式によ

り算出したもの（ただし、別に積算が可能なものにあっては、

この限りではない。） 

 

イ 調査設計に要する費用 

（新設） 

 

 

 

ロ・ハ（略） 

ニ 立体換地建築物に係る共同施設整備費 

(1) （略） 

(2) その他の施設に係る費用 

①～⑦（略） 

⑧ 駐車場の整備に要する費用 

条例により駐車場の附置義務のある地区における駐車場の

整備に要する費用（条例による附置義務相当分の整備に要する

費用に限る。）。ただし、駐車場を特定の者の専用として処分す

る場合は、当該費用からその処分価額を減じて得た額を駐車場

の整備に要する費用とみなす。 

⑨ 共用通行部分の整備に要する費用 

次のａからｅまでの要件のいずれかに該当する場合におけ

る共用通行部分（廊下、階段、エレベーター、エスカレーター

及びホールで、そのうち個別の住宅、一般店舗、大規模小売店

舗、事務所又はホテル等の用途に専用的又は閉鎖的に使用され

るものは除く。）の整備に要する費用で、次の工事費算定式によ

り算出したもの（ただし、別に積算が可能なものにあっては、

この限りではない。） 
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改正後 改正前 

 

工事費算定式：Ｐ＝ Ｃ×（Ｓ１／ Ｓ２）＋Ｅ 

 

Ｐ ：共用通行部分の整備に要する費用 

Ｃ ：立体換地建築物の建築主体工事費 

（全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附

帯工事費を除く。） 

Ｓ１：補助対象となる共用通行部分の床面積の合計 

Ｓ２：立体換地建築物の延べ面積 

Ｅ ：エレベーター及びエスカレーターの設備工事費 

 

ａ～ｄ（略） 

ｅ 都市機能誘導区域の区域内、かつ、鉄道・地下鉄駅（ピー

ク時運行本数（片道）が３本以上）から半径１キロメートル

の範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場（ピーク時運行本

数（片道）が３本以上）から半径 500 メートルの範囲内にお

いて行われるものである場合 

⑩～⑫（略） 

⑬ 高齢者等生活支援施設の整備に要する費用 

車椅子用便所（特定の施設で独占的に使用するものを除

く。）、緊急連絡装置及び子育て支援に資する施設の整備に要す

る費用 

⑭ 共用搬入施設の整備に要する費用 

⑨に掲げるｂ、ｃ、ｄ又はｅに該当する場合で、共用搬入施

設（リフト等の貨物搬送用の施設及び荷捌きスペースをいう。）

 

工事費算定式：Ｐ＝ Ｃ×（Ｓ１／ Ｓ２）＋Ｅ 

 

Ｐ ：共用通行部分の整備に要する費用 

Ｃ ：立体換地建築物の建築主体工事費 

（全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附

帯工事費を除く。） 

Ｓ１：補助対象となる共用通行部分の床面積の合計 

Ｓ２：立体換地建築物の延べ面積 

Ｅ ：エレベーター及びエスカレーターの設備工事費 

 

ａ～ｄ（略） 

ｅ 制度要綱第３編第６条の３第２項第三号の要件に該当す

る地区内の土地区画整理事業である場合 

 

 

 

⑩～⑫（略） 

⑬ 高齢者等生活支援施設の整備に要する費用 

車椅子用便所（特定の施設で独占的に使用するものを除く。）

及び緊急連絡装置の整備に要する費用 

 

（新設） 

 

 



- 5 - 

 

改正後 改正前 

の整備に要する費用 

⑮ 防音・防振工事に要する費用 

⑨に掲げるｂ、ｃ、ｄ又はｅに該当する場合で、工場と住宅

等を一体的に整備する場合に必要となる防音・防振工事に要す

る費用 

⑯ 防災関連施設の整備に要する費用 

備蓄倉庫及び耐震性貯水槽の整備に要する費用 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五～十六（略） 

 

第６条の３（略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

ホ 駐車場の整備費 

土地区画整理事業の減歩で生み出された土地において整備される

駐車場の整備に要する費用のうち、次に掲げるもの。ただし、(1)の

③及び(2)については、機械設備相当（全体整備費の４分の１とみな

す。）とし、概ね３００台分の費用を限度とする。 

(1) 設計費 

① 基本設計費 

駐車場の基本設計に要する費用 

② 地盤調査費 

駐車場の実施設計及び建設に必要な地盤調査に要する費用 

③ 実施設計費 

駐車場の実施設計に要する費用 

(2) 施設整備費 

駐車場の建設に要する費用 

五～十六（略） 

 

第６条の３（略） 
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改正後 改正前 

第４編～第７編 （略） 

 

第８編 まち再生総合支援事業 

 

第１章・第２章 （略） 

 

第３章 まちづくりファンド支援事業 

 

第１４条 （略） 

２ 前項の支援に係る要件は、次に掲げるとおりとする。 

一 民間都市開発推進機構の出資金が、まちづくりファンドとの契約等

により、地域内の一定の区域の価値向上に資する民間まちづくり事業

（当該民間まちづくり事業と関連して一体不可分なソフト事業（人件

費、賃借料その他の経常的な経費を充てて行うものを除き、当該民間

まちづくり事業により整備した施設を利活用して成果指標の達成のた

めに行う事業を含む。）。）を含む。）を実施する者への出資若しくは貸

付け（資本性貸付金に限る。）又は当該民間まちづくり事業を実施す

る者が発行する社債の取得に充てられることが確実であること。 

二・三（略） 

 

第１４条の２～第１４条の４ （略） 

 

第１４条の５ （略） 

 

第１４条の６ （略） 

第４編～第７編 （略） 

 

第８編 まち再生総合支援事業 

 

第１章・第２章 （略） 

 

第３章 まちづくりファンド支援事業 

 

第１４条 （略） 

２ 前項の支援に係る要件は、次に掲げるとおりとする。 

一 民間都市開発推進機構の出資金が、まちづくりファンドとの契約等

により、地域内の一定の区域の価値向上に資する民間まちづくり事業

（当該民間まちづくり事業と関連して一体不可分なソフト事業（人件

費、賃借料その他の経常的な経費を充てて行うものを除き、当該民間

まちづくり事業により整備した施設を利活用して成果指標の達成のた

めに行う事業を含む。）。）を含む。）を実施する者への出資又は当該民

間まちづくり事業を実施する者が発行する社債の取得に充てられるこ

とが確実であること。 

二・三（略） 

 

第１４条の２～第１４条の４ （略） 

 

第１４条の５ （略） 

 

第１４条の６ （略） 
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改正後 改正前 

 

第４章 民間都市開発事業支援事業 

第１４条の７ 補助金の交付対象及び補助金の額 

１・２（略） 

 

第９編～第１２編 （略） 

 

第１３編 まちなかウォーカブル推進事業 

 

第２１条 補助対象 

１ 総則 

  補助金の交付対象事業は、制度要綱第１３編第４２条第１項に規定

するウォーカブル推進計画に位置付けられた事業のうち、社会資本整

備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１７

号）（以下「交付金交付要綱」という。）附属第Ⅱ編表１０－（１）

（以下「事業一覧表」という。）第１項から第５項、第９項から第１

１項（第１０項第９号を除く）、第１４項（第４号を除く）、第１８

項、第２１項及び第２７項から第３１項に掲げる事業とする。 

ただし、事業一覧表に掲げる事業について、市町村が実施するとさ

れている事業については、制度要綱第１３編第４０条に規定する事業

主体（以下単に「事業主体」という。）が実施する事業と読み替え

て、これを適用する。 

 

２ （略） 

 

 

第４章 民間都市開発事業支援事業 

第１４条の５ 補助金の交付対象及び補助金の額 

１・２（略） 

 

第９編～第１２編 （略） 

 

第１３編 まちなかウォーカブル推進事業 

 

第２１条 補助対象 

１ 総則 

  補助金の交付対象事業は、制度要綱第１３編第４２条第１項に規定

するウォーカブル推進計画に位置付けられた事業のうち、社会資本整

備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１７

号）（以下「交付金交付要綱」という。）附属第Ⅱ編表１０－（１）

（以下「事業一覧表」という。）第１項から第５項までの事業、第９

項から第１１項までの事業、第１４項から第１６項（第１４項第４号

を除く）までの事業、第１８項の事業、第２１項の事業及び第２７項

から第３１項までの事業とする。 

ただし、事業一覧表に掲げる事業について、市町村が実施するとさ

れている事業については、制度要綱第１３編第４０条に規定する事業

主体（以下単に「事業主体」という。）が実施する事業と読み替え

て、これを適用する。 

２ （略） 
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改正後 改正前 

第２１条の２ （略） 

 

第１４編 （略） 

 

第１５編 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 

 

第２４条 （略） 

 

第２５条 補助金の額 

１ 地方公共団体に対する補助 

一 （略） 

二 国は、予算の範囲内において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当す

る都市空間情報デジタル基盤構築支援事業計画については、早期実装

タイプとして、前号にかかわらず、地方公共団体が行う都市空間情報

デジタル基盤構築支援事業の実施に要する費用のうち、それぞれ(1)

又は(2)に定める額を限度として国費を充当することができる。この

場合、当該額を超えた分については当該地方公共団体が負担するもの

とする。 

(1) 次のイからハまでのいずれにも該当するものは、10,000 千円とす

る。 

イ 前条第２項各号に掲げる要件を満たしていること。 

ロ 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業計画の初年度であるこ

と。 

ハ ロの事業によって早期に課題解決や新たな価値創造が図られる

ことが見込まれること。 

第２１条の２ （略） 

 

第１４編 （略） 

 

第１５編 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 

 

第２４条 （略） 

 

第２５条 補助金の額 

１ 地方公共団体に対する補助 

一 （略） 

二 国は、予算の範囲内において、次の(1)から(3)までのいずれにも該

当する都市空間情報デジタル基盤構築支援事業計画については、早期

実装タイプとして、前号にかかわらず、予算の範囲内において、地方

公共団体が行う都市空間情報デジタル基盤構築支援事業の実施に要す

る費用のうち 10,000 千円までは国費を充当することができる。この

場合、10,000 千円を超えた分については当該地方公共団体が負担する

ものとする。 

 

 

(1) 前条第２項各号に掲げる要件を満たしていること。 

(2) 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業計画の初年度であるこ

と。 

(3) (2)の事業によって早期に課題解決や新たな価値創造が図られる

ことが見込まれること。 
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改正後 改正前 

(2) 次のイからヘまでのいずれにも該当するものは、３Ｄ都市モデル

の整備又は更新を行う地方公共団体の数に 10,000 千円を乗じた額

とする。 

イ 前条第２項各号に掲げる要件を満たしていること。 

ロ 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業計画の初年度であるこ

と。 

ハ ロの事業によって早期に課題解決や新たな価値創造が図られる

ことが見込まれること。 

ニ 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業計画を隣接する複数の

地方公共団体が共同で策定していること。 

ホ ３Ｄ都市モデルが整備されていない地方公共団体においては、

本事業によって整備が行われること。 

ヘ ３Ｄ都市モデルがすでに整備されている地方公共団体におい

て、前条第１項第１号の事業を行う場合、国が定める「３Ｄ都市

モデル標準製品仕様書」及び「３Ｄ都市モデル標準作業手順書」

に基づくＬＯＤがＬＯＤ２以上である３Ｄ都市モデルの整備を含

むこと。 

三 国は、予算の範囲内において、次の(1)から(3)までのいずれにも該

当する都市空間情報デジタル基盤構築支援事業計画については、事前

復興タイプとして、第一号にかかわらず、地方公共団体が行う都市空

間情報デジタル基盤構築支援事業の実施に要する費用のうち 20,000

千円までは国費を充当することができる。この場合、20,000 千円を超

えた分については当該地方公共団体が負担するものとする。 

(1) 前条第２項各号に掲げる要件を満たしていること。 

(2) 事前復興まちづくり計画の策定に向けた検討に３Ｄ都市モデルを

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

活用すること。 

(3) 事前復興まちづくり計画の策定に向けた具体的な検討を実施する

こと。 

四 国は、予算の範囲内において、地方公共団体が都市空間情報デジタル

基盤構築支援事業を実施する者に対して補助する費用（事務費を含

む。）の２分の１以内又は当該事業に要する費用の３分の１以内のいず

れか低い額を補助することができる。 

２ （略） 

 

第２５条の２～第２５条の３ （略） 

 

第１６編 （略） 

 

 

附則 

１ 施行期日 

改正後の要綱は、令和８年４月７日から施行する。 

２ 都市再生区画整理事業に係る措置 

本改正要綱の施行の際現に改正前の要綱に基づき実施されてい

る事業は、なお従前の例によるものとする。 

 

 

 

三 国は、予算の範囲内において、地方公共団体が都市空間情報デジタル

基盤構築支援事業を実施する者に対して補助する費用（事務費を含

む。）の２分の１以内又は当該事業に要する費用の３分の１以内のいず

れか低い額を補助することができる。 

２ （略） 

 

第２５条の２～第２５条の３ （略） 

 

第１６編 （略） 

 

 

 

 


